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○市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則 

昭和50年７月１日 

組合規則第15号 

改正 平成３年１月22日規則第７号 

平成５年３月29日規則第３号 

平成15年４月３日規則第６号 

平成28年２月15日規則第３号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和50年茨城県市町村総合事務組合

条例第25号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（名簿の備付け及び整理） 

第２条 市町村長は，消防団員名簿（カード式）（様式第１号）を備え，異動の都度整理してお

かなければならない。 

（補償の手続） 

第３条 市町村長は，消防団員等において，条例第２条に定める事由が生じたときは，速やかに

次に掲げる書類を添えた消防団員等公務災害補償事由発生報告書（様式第２号）を組合長に提

出しなければならない。 

(1) 消防団員名簿（カード式）の写し 

(2) 診断書（証明書） 

(3) 扶養親族（同居）調書 

(4) 現認書 

(5) 交通事故証明書（交通事故の場合） 

（補償の請求） 

第４条 補償を受けようとする者は，療養補償費請求書（様式第３号から様式第７号まで）に所

定の事由を記載し，所属市町村長を経由して組合長に提出しなければならない。 

（通知） 

第５条 組合長は，前条の療養補償費請求書を受けたときは，その内容を審査して補償額を決定

し，市町村長に通知しなければならない。 

（審査会） 

第６条 審査会は，会長が招集する。 

２ 審査会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開き，及び議決することができない。 

３ 審査会の議事は，出席委員の過半数で決する。この場合においては，会長は，委員として議

決に加わる権利を有する。 

４ 前項の場合において，可否同数のときは，会長が決める。 
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５ 会長は，会議録を調製し，開会の日時及び場所，出席委員の氏名，議事の要領，議決した事

項その他必要と認める事項を記載しなければならない。 

６ 前各項に定めるもののほか，審査会に関し必要な事項は，審査会が定める。 

（審査の申立て） 

第７条 条例第６条第８項の規定により審査の申立てをしようとする者は，その旨を市町村長を

経由して審査会に書面で提出しなければならない。 

２ 前項の書面には，次に掲げる事項を記載しなければならない。 

(1) 非常勤消防団員等の氏名，住所及び生年月日 

(2) 申立人が非常勤消防団員等以外の者であるときは，その者の氏名，住所，生年月日及び非

常勤消防団員等との続柄 

(3) 補償に関する組合の措置 

(4) 申立ての主旨 

(5) 代理人を選任したときは，その者の氏名，住所及び職業 

(6) 申立ての年月日 

（定期報告書） 

第８条 毎年２月１日において，２年以上にわたって療養補償を受けている者及び傷病補償年金，

障害補償年金又は遺族補償年金の受給権者である者は，毎年１回，２月１日から同月末日まで

の間に，療養の現状報告書（様式第８号），傷病補償年金定期報告書（様式第９号），障害補

償年金定期報告書（様式第10号）又は遺族補償年金定期報告書（様式第11号）を所属市町村長

に経由して，組合長に提出しなければならない。ただし，組合長があらかじめその必要がない

と認めた場合は，この限りでない。 

第９条 療養補償に係る療養の開始後１年６月を経過した日において当該負傷又は疾病が治って

いない者は，同日後１月以内に療養の現状報告書（様式第８号）を所属市町村長を経由して，

組合長に提出しなければならない。 

２ 組合長は，前項の報告書を必要の都度，提出を求めることができる。 

（年金に関する異動報告書） 

第10条 傷病補償年金若しくは障害補償年金の受給権者又は遺族補償年金を受けることができる

遺族（非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31年政令第335号。以下「基

準政令」という。）附則第２条の２第２項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる

こととされた遺族であって，当該遺族補償年金に係る同項の非常勤消防団員等の死亡の時期に

応じ，同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを含む。以下同じ。）が次の各号のいずれ

かに該当するに至ったときは，遅滞なく，年金に関する異動報告書（様式第12号）を所属市町

村長を経由して，組合長に提出しなければならない。 

(1) 氏名又は住所に変更があったとき。 
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(2) 傷病補償年金の受給権者の障害の程度に変更のあったとき。 

(3) 障害補償年金の受給権者の障害の程度に変更のあったとき。 

(4) 傷病補償年金又は障害補償年金の受給権者が死亡したとき。 

(5) 基準政令第８条の３第１項の規定により遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。 

(6) 遺族補償年金の受給権者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族

の数に増減を生じたとき。 

(7) 基準政令第８条の２第４項第１号又は第２号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(8) 基準政令第８条の４の規定により遺族補償年金の支給が停止され，又はその停止が解除さ

れる事由が生じたとき。 

(9) 当該補償の事由と同一の事由について基準政令附則第３条第１項から第４項までに規定す

る他の法律による年金たる給付が支給されることとなったとき，その給付の額が変更された

とき又はその支給を受けられなくなったとき。 

（旅費の支給） 

第11条 条例第７条第２項の規定により出頭した者に対する旅費の支給については，職員の旅費

に関する条例（昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第15号）の定めるところによる。 

（備付簿冊） 

第12条 組合長は，補償整理簿（様式第13号から様式第17号まで）その他必要な諸帳簿を備え，

常に整理しておかなければならない。 

附 則 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成３年規則第７号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ 改正後の市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則第８条に規定する旅費の支給について

は，職員の旅費に関する条例の規定の例により，当該条例において６級の職務にある職員が支

給される旅費に相当する額を，当該条例の支給条件及び支給方法に従い支給する。 

附 則（平成５年規則第３号） 

この規則は，平成５年４月１日から施行する。 

附 則（平成15年規則第６号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成28年規則第３号） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

２ この規則による改正前の市町村消防団員等公務災害補償条例施行規則の規定により現に使用

中の様式については，当分の間，所要の訂正を施した上，これに必要な事項を記入し使用する

ことができる。 
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